
個人情報保護に関する基本方針 
 

福 田 社 会 保 険 労 務 セ ン タ ー は 、 顧 問 先 よ り 預 か っ た 個 人 情 報 の 保 護 に 努 め る

こ と を 社 会 的 責 務 と し て 認 識 し 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ プ ロ グ ラ ム を 遵 守 い た し ま

す 。  

社 員 ・ ア ル バ イ ト 社 員 及 び 関 与 社 会 保 険 労 務 士 が 個 人 情 報 を 今 ま で 以 上 に 保

護 に 勤 め 、 以 下 の 項 目 に つ い て  取 り 組 む べ く 宣 言 い た し ま す 。  

 

個 人 情 報 の 取 り 扱 い  

労 働 法 令 に 従 い 社 会 保 険 ・ 労 働 保 険 の 届 出 業 務 を 行 う 社 会 保 険 労 務 士 業 務

で は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う こ と が 前 提 で す 。  

個 人 情 報 に つ い て は 適 切 な 管 理 と 収 集 に 努 め て お り ま す 。  

ま た 、 次 の 場 合 を 除 い て 個 人 情 報 を 外 部 に 提 出 す る こ と は あ り ま せ ん 。  

　 　 　 　 　 　 　 ・ ご 本 人 が 同 意 さ れ て い る 場 合  

　 　 　 　 　 　 　 ・ 法 令 に 基 づ く 場 合  

　 　 　 　 　 　 　 ・ 業 務 の 一 部 に つ い て 、 必 要 な 範 囲 で 委 託 を 行 う 場 合  

　 　 　 　 　 　 　 ・ そ の 他 、 個 人 情 報 保 護 法 に 基 づ き 提 供 が 認 め ら れ て い る 場 合  

 

情 報 デ ー タ ベ ー ス の 安 全 性 に つ い て  

当 セ ン タ ー は 情 報 デ ー タ ベ ー ス つ い て 、 安 全 性 を 第 一 に 考 慮 し 、 個 人 情 報 へ

の 不 正 ア ク セ ス 、 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、  改 ざ ん 、 お よ び 漏 え い な ど の リ ス ク

に 対 す る 予 防 な ら び に 是 正 に 関 す る 対 策 を 講 じ て い ま す 。  

 

個 人 情 報 保 護 に 関 す る 内 部 規 定 の 整 備  

当 セ ン タ ー は 個 人 情 報 保 護 に 関 し て 内 部 規 定 を 整 備 し 、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い

に つ い て 明 確 な 方 針 を 作 成 し 、 社 員 教 育 、 研 修 を 行 っ て お り ま す 、  

 

個 人 情 報 管 理 者 の 配 置  

「 個 人 情 報 管 理 者 」 を 設 置 す る と と も に 、 そ の 役 割 を 明 確 に し 、 個 人 情 報 保 護

に 関 し て 活 動 を 行 え る よ う 環 境 を 整 備 し て い ま す 。  

 

監 査 体 制 の 整 備 、 充 実  

個 人 情 報 の 保 護 が 適 切 に 行 わ れ て い る か 、 社 内 で 監 査 す る 体 制 を 整 備 し て い

ま す 。  


